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橋本市報酬及び費用弁償等支給条例の一部 を改正す る条例

橋本市報酬及び費用弁償等支給条例 (平 成 18年 橋本市条例第 56号 )の 一部 を次のよ うに改正す る。 なお、改正

部分 は、次 の表 中下線 の部分 で あ る。

‐
Ｎ
Ｏ
‐

改 正 前

別 表 第 1(第 3条 関係 )

No, 区 分 報 酬 額

～ 14

5 票所 の投 票 管理 者 日額  19,000円

16 票 所 の 投 票 立 会 人 日額  17,000円 (半 日の

8

7-20

1 日前 投 票 所 の 投 票 管 理 者 日 額 15,090円

改 正 後

別 表 第 1(第 3条 関 係 )

No 区 分 報 酬 額

1～ 14

15 票所 の投 票 管理 者 日額  19,000円 (従 事

12

の

た

6 票 所 の 投 票 立 会 人 日額  17,000円 (従 事

12

の

し

17～ 20

1 日前 投 票 所 の 投 票 管 理 者 日額  15,000円 (従 事



し が

の

Ｉ
Ｎ
一Ｉ の 15

儀 夫 濡 の 端 数 を 生 じ

夫 濡 の 端 教 発 生 じ た

公 布 の 日か ら施 行 す る。

11.

し て

22の の づ

た と き は こ れ を 切 り捨 て 、 50銭

>芸 は これ たと円 に切 り上 げ る も

た 額 に 50

以 上 1

の とす る。

附  則

こ の 条 例 は

日額  14,000円 (従 事

した 投 票 立 会 時 間 が H

時 間 以 内 の 場 合 は 、 当

額 に 当 該 従 事 した 時

間 教 力 乗 じて H.5で 除

し て 得 た 額 )

略略

期 日前 投 票 所 の 投 票 立 会 人

23～ 28

22

略

口額  14,000円 (半 日の

場孝拾ド7..000円 )

期 日前投 票 所 の投票 立会 人

略23～ 28

22


